
質問内容 回答 回答日

1
運動公園の指定管理者が今回の施設も管理されるのでしょう

か。
貴見のとおりです。 R6.3.7

2

建設会社との契約について、設計契約と施工契約を分けて契約

を締結すると考えて宜しいでしょうか。その際、契約書は県の

ホームページに掲載されている建築設計業務委託関係書類及び

宮崎県工事請負契約約款関係を用いると考えて宜しいでしょう

か。

ひなた宮崎県総合運動公園庭球場改修事業及び同庭球場管

理棟再整備事業ともに、設計と施工を一括で契約する予定

です。契約書については、宮崎県県土整備部が作成してい

る建築設計業務委託契約書及び宮崎県工事請負契約約款を

一つにまとめたものを用います。

R6.3.7

3
テニスコート、管理棟以外に、本事業の施工時期と同時並行す

る工事があるのでしょうか。

テニスコート、管理棟以外で同時並行する工事の予定はあ

りません。
R6.3.7

4
施設整備に関して、仕様確認を行う競技機関はありますでしょ

うか。

JOC認定競技別強化センターの認定等のため、競技団体

（公益財団法人日本テニス協会等）に仕様等の確認を行う

ことが考えられます。

R6.3.7

企画提案書に関する質問への回答


